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守山市住生活基本計画の策定について 

 

 

１ 計画の目的と位置付け 

住生活基本計画は、住生活基本法に基づき、市民の住生活の安定の確保および

向上の促進に関する施策を推進するため、住宅施策全般を対象とするなかで地域

の特性に応じた住生活を巡る課題を設定し、方向性を提示する計画であり、本市

では、平成 21 年３月に「守山市住生活基本計画（ H21～R2）」を策定し、市営住

宅の提供、耐震化の促進、地区計画の活用など、様々な住宅施策を推進してきま

した。 

こうした中、本計画は策定から 12 年が経過し、この間にあった社会情勢の変

化、関係法令の整備など、住宅需要の多様化や住宅・住環境を取り巻く状況の変

化により生じる新たな課題への対応が求められています。国においては、令和３

年３月に住生活基本計画（全国計画）の見直しが行われ、滋賀県においても国の

見直し内容を踏まえ、令和３年度に滋賀県住生活基本計画（県計画）の見直しが

行われる予定です。  

こうした状況を踏まえ、本市では、守山市総合計画、その他関連計画との整合

を図るなか、総合的かつ計画的な住宅政策を推進するための基軸として、令和３

年度末を目途に新たな計画を策定するものです。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住生活基本法  

 

守山市総合計画【令和 3 年～】  

 

図  守山市住生活基本計画の位置付け  

住生活基本計画  

（全国計画）  
【平成 28（2016）年３月改定】  

【令和 3（2021）年３月見直し】  

即す  

 

整合  

 

整合  

 

滋賀県住生活基本計画  

（県計画）  
【平成 29（2017）年３月改定】  

【令和 4（2022）年３月見直し】  

関連計画  

・都市計画マスタープラン  

・立地適正化計画  

・市営住宅等長寿命化計画  
 等  

守山市住生活基本計画  

 
即す  
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２ 新たな計画の期間 

計画の期間は、令和４年度から令和 13 年度までとし、全国計画（令和２年度見

直し）および県計画（令和３年度見直し予定）における検討状況を反映した上で

新たな計画を策定します。 

なお、社会情勢等の変化に応じ、適宜必要な見直しを行います。  

 

 

 

３ 計画の検討体制 

学識経験者および各分野の専門家等で構成する「守山市住生活基本計画策定検

討委員会」および庁内関係課で構成する「守山市住生活基本計画策定検討会議」

を設置し、専門的かつ幅広い意見を取り入れることで、計画の充実を図ります。 

また、アンケート調査およびパブリックコメントを行い、市民の意向を計画に

反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  守山市住生活基本計画の計画期間  

（事務局：建築課） 

守山市住生活基本計画策定検討委員会  
 

・学識    ・地域代表（自治会）  

・不動産業   ・建築士  

・福祉事業   ・女性人材バンク  

・住宅政策行政  

議会  

庁内検討会議  
 
企画政策課  環境政策課    市民協働課  

危機管理課  健康福祉政策課  生活支援相談課  

長寿政策課  介護保険課    障害福祉課  

開発調整課  都市計画・交通政策課  

市民  

アンケート  
パブリックコメント  

図  守山市住生活基本計画の検討体制  
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４ 計画策定のフロー 

 
 
 

５ 委員会開催のスケジュール  

回 主な検討テーマ  開催時期  

第１回  
◆住宅・住環境の現況整理  

◆本市の住宅・住環境に関する課題の整理  

◆住生活基本計画の基本方針の検討  
Ｒ３年６月 28 日  

第２回  
◆施策の展開方針の検討  

◆具体的施策の検討  

◆成果指標の検討 
Ｒ３年８月初旬  

第３回  
◆計画素案の検討  

◆計画実現に向けて 
Ｒ３年 11 月初旬  

パブリックコメント実施（Ｒ３年１月から２月予定）  

第４回  
◆パブリックコメントの実施結果について  

◆守山市住生活基本計画の策定について 
Ｒ４年２月下旬  

 


